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県内中小企業者を取り巻く資金環境は依然として厳しいことから、引き続き有利な資金を創設し、 

中小企業者の資金繰りを支援します。 
 

制 度 名 資金繰り安定化対応資金 

対 象 者 

中小企業者又は組合であって、次の⑴～⑶のいずれかに該当するもの 

⑴ 最近３か月間の売上高等が前年と比較して３％以上減少している 

もの 

⑵ 最近３か月間の売上総利益率又は営業利益率が前年と比較して 

３％以上減少しているもの 

⑶ 中小企業信用保険法第２条第４項第５号（セーフティネット 5 号） 

の認定※を受けたもの 

※【認定要件】国の指定業種に該当し、次のいずれかに該当する者 

 ・売上等が５％以上減少 

 ・売上原価に一定割合を占める原油等の仕入価格が２０％以上上昇 

 ・東北地方太平洋沖地震の発生後に売上等が２０％以上減少する見込み 

融 資 限 度 額 

８，０００万円 

（運転資金は月商の概ね３ヶ月分（特に必要と認められる場合は概ね６ヶ月

分）の範囲内） 

資 金 使 途 運転資金、設備資金 

融 資 期 間 １０年以内（据置期間２年以内を含む） 

返 済 方 法 元金均等分割返済 

貸 付 利 率 
責任共有利率  年１．７５％（固定） 

責任共有外利率 年１．６０％（固定） 

信用保証料率 年０．４％～年１．７％ 

担 保 取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります 

連 帯 保 証 人 法人代表者以外は原則として不要です 

取 扱 期 間 平成 2３年４月 1 日～平成 2４年 3 月 31 日 

セーフティネット 5 号認定を受けている場合、融資利率・信用保証料率は責任共有外の利率・保証料率

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

松江商工会議所 

 

 

 

 

資 金 繰 り 安 定 化 対 応 資 金 

資金繰り安定化対応資金ご利用の流れ 

市町村※の 
担当窓口で 
認定書を取得 

保証承諾 
融資実行 

融資審査 

保証審査 

お問合せ先  島根県商工労働部中小企業課金融グループ 

ＴＥＬ0852-22-5883 ホームページアドレス http://www.pref.shimane.lg.jp/keieishien/ 
 

※認定申請する市町村 
 法人：本店所在地の市町村 
 （ｾｰﾌﾃｲﾈｯﾄ 5 号認定取得者のみ） 

※審査の結果ご希望 

に添えない場合が 

あります。 

申し込み先 

融資の 
申込 


